
 
 

 

勤務医向け 

医師賠償責任保険のご案内  
～嘱託医等の医師活動に関わる専門事業者賠償責任保険付～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜更新手続きが簡単です！＞ ※詳細は２ページをご参照ください。 

前年からご加入されている先生は、ご加入プランの変更や継続停止のご希望がない場合、保険料の払込み

のみで更新が可能です。 

オプション補償の追加も是非ご検討ください。（この場合は、お申込手続きが必要となります。） 
 

 

 

 

 

 

    

＜代理店・扱者＞ 株式会社メディカル・プリンシプル社  ライフサポート担当 
     TEL: 03-6773-5932 

E-MAIL：life_support@medical-principle.co.jp 

〒105-0004 東京都港区新橋４丁目１－１ 新虎通りCORE 

 

＜引受保険会社＞  三井住友海上火災保険株式会社 金融法人第一部営業第二課 
         TEL：03-3259-6684 FAX：03-3292-1354 

           〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3丁目11番1号 

＜募集要項＞ 

【申込方法】民間医局 Web サイト（https://www.doctor-agent.com）の申込画面にてお申込みください。 

【保険期間】２０２５年６月１日～２０２６年６月１日 

※保険期間の中途よりご加入いただくことも可能です。 

＊団体割引２０％適用！ 
※医師賠償責任保険・医療施設賠償責任保険のみ 

https://www.doctor-agent.com/
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民間医局では、会員の皆さまが安心して医療に専念できる保険を各種ご用意しております。 

 

民民間間医医局局のの団団体体保保険険制制度度   

 

医療行為が原因となって患者の身体に障害を与え、法律上の賠償責任を負う 

場合に勤務医の先生方が被る損害について、保険金をお支払いする保険です。 

不慮の医療事故に備え、勤務医の先生方が安心して医療に専念できるよう、 

民間医局の団体契約で提供しています。 

詳細は、２ページ目以降をご参照ください。 

 

 

 

 

民間医局の団体契約で 

団体割引 

２０％適用！ 
※医師賠償責任保険・ 

医療施設賠償責任保険のみ 

 

Web で 

お申込み可能！ 

２２．．  団団体体長長期期障障害害所所得得補補償償保保険険～～収収入入のの減減少少にに備備ええるる保保険険～～  

病気やケガが原因で「医師として」働けなくなったときの備え、できて 

いますか？うつ病等の精神疾患等、長期間にわたる療養が必要になると、 

家賃や生活費等様々なお金の不安がよぎります。民間医局では皆さまを 

サポートするオリジナル補償プランをご用意しております。 

３３．．  医医師師のの生生活活安安心心保保険険～～ケケガガ・・病病気気にに備備ええるる保保険険～～                

入院・手術の費用や、他人にケガを負わせてしまった賠償金、親の介護 

費用など、日常生活には様々な費用が発生します。民間医局では、この 

ようなリスクから先生方とご家族を守る保険をご用意しております。 

 
 

高額補償が充実！ 

産業医業務も補償！ 

選べるオプション！ 

業務妨害対応費用・ 

人格権侵害補償・ 

 サイバープロテクター！ 

４４．．  開開業業医医向向けけ医医師師賠賠償償責責任任保保険険                

詳細はこちら 
（民間医局 Web サイト） 

詳細はこちら 
（民間医局 Web サイト） 

開業された先生や医療法人が負う、医療上の事故と医療施設の事故に 

対する損害賠償責任を補償する保険もご用意しております。 

１１．．  勤勤務務医医向向けけ医医師師賠賠償償責責任任保保険険                                

（（嘱嘱託託医医等等のの医医師師活活動動にに関関すするる専専門門事事業業者者賠賠償償責責任任保保険険付付）） 
 

詳細はこちら 
（民間医局 Web サイト） 

民間医局の団体契約で 

団体割引１５％適用！ 
Web で 

お申込み可能！ 

民間医局の団体契約で 

団体割引１０％適用！ 
Web で 

お申込み可能！ 

民間医局の団体契約で 

団体割引２０％適用！ 
Web で 

お申込み可能！ 
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（１）保険契約者 

この保険は民間医局が保険契約者となる団体契約です。 
 

（２）この保険にご加入いただける方 

この保険にご加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、以下に該当する場合となります。 

申込人 民間医局の会員 

記名被保険者 同上 

上記に該当する方であれば、以下の①・②いずれの場合にもご加入頂けます。 

①医療機関に勤務して医療に直接従事されている方 

②医療機関に勤務せず、医療行為を行い、医療の結果については何らかの責任を負わなければならない立場に 

ある方 
※医師の業務補助者（看護師等）が起こした医療事故で医師が責任を負う場合についても、その医師がこの保険に 

加入していれば、保険の対象になります。 

 ※この保険は勤務医向けの保険です。新たに開業される場合、開業医プランもしくは個別契約になりますので、 

代理店・扱者または引受保険会社にご通知ください。 
 

（注）日本医師会Ａ会員の先生方は、日本医師会の医師賠償責任保険に加入されておりますので、この保険には 

ご加入いただけません。 
 

（３）保険期間 

    ２０２５年６月１日から２０２６年６月１日午後４時まで１年間 
 

保険期間（保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。）は１年間です。また、１年未満の短期間で 

中途加入いただくことも条件により可能です。詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 

お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込画面の保険期間欄にてご確認ください。 
 

（４）保険料払込方法 

保険料の払込方法は、口座からの引き落とし（口座振替）でその全額を払い込む一時払となります。 

詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 

（※クレジットカードでの払込みはできません。口座振替ができない場合は、直接入金（お振込み）も可能です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆ごご加加入入おお手手続続ききのの流流れれ                 

 

◆◆ごご契契約約のの仕仕組組みみ 

＜新規ご加入のお手続きの流れ＞ 

『民間医局』のマイページからいつでもお申込みが可能です。 

 

 

 

 

 

※加入者証は保険始期日より『民間医局』マイページから発行いただけます。 

勤勤務務医医向向けけ医医師師賠賠償償責責任任保保険険ににつついいてて                                

（（嘱嘱託託医医等等のの医医師師活活動動にに関関すするる専専門門事事業業者者賠賠償償責責任任保保険険付付）） 

 

＜ご契約の継続について＞ 
・前年からご加入されている皆さまにつきましては、保険料の払込みのみで手続きが完了します。この場合、前年と同内容（同

じ加入タイプ）での更新になります。 

・次年度以降も上記と同様の取扱いとさせていただきます。毎年２月下旬にお届けする「更新手続きのご案内」をご確認の上

保険料を払い込んでください。加入内容の変更・継続停止については、「更新手続きのご案内」を確認の上お手続きくださ

い。 
 

 

 

 

 

 

 

           ※加入者証は保険始期日より『民間医局』マイページから発行いただけます。 

 

 

※加入者証は保険始期日より『民間医局』マイページから発行いただけます。 

 

民間医局に 

ログイン 

申込内容を 

入力 

引落口座を 

登録 

保険始期日より 

補償開始 

 

「更新手続きのご案内」到着・ 

加入内容の確認 

（２月下旬） 

 

 

前年と同内容で継続 

加入内容の変更・継続停止 

保険料を払込み 

※口座振替の方は手続き不要 

「更新手続きのご案内」を 

確認の上お手続きください 

 

 

手続き完了 

 

 

保険料は、保険開始月の 

翌月２３日※に口座振替となります 

※土日祝日の場合は翌営業日 
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＜医師賠償責任保険＞ 
日本国内で行った医療行為に起因して発生した、不慮の医療上の事故による損害賠償責任を対象とする保険です。 
＜主な特徴＞ 
①この保険は、保険期間中に発見された患者の身体障害が対象となります。 

※「身体の障害」とは、傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 

※「事故発見ベース」の保険です。詳細は１５ページをご参照ください。 

②勤務医の先生の医療行為に基づく賠償責任が対象となります。 

○取扱い器具の消毒等整理・管理上の責任 

○直接の医療行為による責任 

○看護師など、医療業務補助者への指導管理上の責任 等 

③美容専門の分野を除くすべての医療分野が対象となります。 

○内科、外科、脳外科、整形外科、精神神経科、泌尿器科、麻酔科、放射線科、皮膚科、眼科、耳鼻科、産婦人科、小児科等  

④勤務先の他出張先の病院・診療所など勤務先以外で行った医療行為も対象となります。（ただし日本国内に限り 

 ます。） 
 

＜嘱託医等の医師活動に関わる専門事業者賠償責任保険（自動セット）＞ 

日本国内で行った産業医、健康管理医、学校医または保育所等の嘱託医（以下「嘱託医」といいます。）としての業

務に起因して発生した不測の事故による損害賠償責任を対象とする保険です。 
＜この保険の対象となる活動＞ 

法令によって定められた以下の職務。 

①産業医 

労働安全衛生法（昭和４７年６月８日法律第５７号）第１３条に定める産業医をいいます。 

②健康管理医  

国家公務員法（昭和２２年１０月２１日法律第１２０号）および人事院規則（昭和４８年３月１日人事院規則一〇―四）に定 

める健康管理医をいいます。 

③学校医  

学校保健安全法（昭和３３年４月１０日法律第５６号）第２３条に基づき委嘱された学校医をいいます。 

④保育所等の嘱託医  

児童福祉法（昭和２２年１２月１２日法律第１６４号）第４５条および児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 

（昭和２３年１２月２９日厚生省令第６３号）第３３条に定められる嘱託医をいいます。 

 

≪業務妨害対応費用特約（弁護士費用特約）≫※医療施設賠償責任保険にセットされます。 

第三者から業務妨害行為等により被害を受けた場合に、被保険者が負担する以下の費用を対象とする補償です。 
＜この保険の対象となる費用＞ 

① 被保険者が被害に関する損害賠償請求を行った結果、弁護士費用等（６ﾍﾟｰｼﾞ参照）を負担することによって被った損害 

 ②被保険者が被害に関して法律相談を行った結果、法律相談費用（６ﾍﾟｰｼﾞ参照）を負担することによって被った損害 

＜想定される事例＞ 

・『診察中、目を見て話してくれない』等、根拠のない悪評で SNS に書かれる等の業務妨害行為を受けたため、弁護士に 

 法律相談を行った。 

・勤務先にて採血（医療行為）を行った際に『下手だ』『痛い』等の言いがかりを大声で怒鳴り、居座る等の業務妨害を受け、

損害賠償請求手続きを弁護士に委任した。 
（ご注意）この特約は、被保険者側（医師側）が第三者に被害を与えた場合は対象とはなりません。 

 

≪人格権侵害補償特約≫※医療施設賠償責任保険にセットされます。 

被保険者または被保険者以外の者が行ったハラスメント行為等の不当行為により、被保険者が負う法律上の損害賠

償責任を対象とする補償です。 

＜この保険の対象となる不当行為＞ 

①不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀（き）損 

②口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀（き）損またはプライバシーの侵害 

③ハラスメント(言動、文書による意思表示またはその他の行為により第三者に不利益を被らせること、または不快な感情を抱かせること) 

＜想定される事例＞ 

・麻酔科医が患者へ麻酔をおこなっている最中に、医療行為と関係なく、体に触れたとし患者から訴えられた。 

・退院を相談した患者に対して、治療がまだ必要な旨を伝えた所、不適切な伝え方で精神的苦痛を受けたとして訴えられた。 
 

≪サイバープロテクター≫ 

勤務医の先生による情報漏えいに起因する損害賠償責任と、勤務医の先生が保有するコンピューターシステムに対

するサイバー攻撃による対応費用を対象とする保険です。 

＜想定される事例＞ 

・患者の医療情報データが記載された資料（またはデータ格納された USB）が入ったカバンを置き忘れ、情報漏えいした。 

・勤務医個人の端末がサイバー攻撃を受け、ウイルス感染。その復旧費用、原因調査費用等が発生。 

＊オプション 追加保険料あり 

任意セット 

◆◆補補償償のの概概要要 
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◆◆保保険険金金ををおお支支払払いいすするる主主なな場場合合 

＜医師賠償責任保険＞ 
日本国内において、被保険者（保険契約により補償を受けられる方をいいます。）またはその使用人その他被保険者
の業務の補助者が行う医療行為に起因して患者の身体に障害を与えた場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を
負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、保険期間中に発見された患者の身体
障害に限ります。 
※医療施設に起因する事故については、補償の対象となりませんのでご注意ください。 

※「身体の障害」とは、傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 

※「発見された」とは、次のいずれか早い時をもってなされたものとします。 

○医療業務による患者の身体の障害を、被保険者が最初に認識した時、または認識し得た時 

○被保険者に対して損害賠償請求が提起された時、提起されるおそれがあると被保険者が認識した時、または認識し得た時 

 

＜嘱託医等の医師活動に関わる専門事業者賠償責任保険（自動セット）＞ 

日本国内において、被保険者（保険契約により補償を受けられる方をいいます。）が嘱託医としての業務について

行った行為（不作為を含みます。）に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことによ

り被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。 

○業務妨害対応費用特約（弁護士費用特約）（オプション）※医療施設賠償責任保険にセットされます。 

日本国内における対象事故によって被害（対人、対物、経済的被害）が発生した場合に、 

①保険金請求権者（被害を被った被保険者。以下同様。）がその被害（注１）に関する損害賠償請求（注２）を行

った結果、弁護士費用等を負担することによって被った損害に対して、弁護士費用等保険金をお支払いします。 

②保険金請求権者がその被害について法律相談を行った結果、法律相談費用を負担することによって被った損害に 

 対して、法律相談費用保険金をお支払いします。（注３） 
（注１）その対人被害または対物被害に対して、偶然な事故により発生した被害、かつ法律上の損害賠償請求権を有する場合に限ります。 

    その経済的被害に対して法律上の損害賠償請求権を有する、または有すると認められる場合に限ります。 

（注２）その被害に関する損害賠償請求とは、賠償義務者に対する法律上の損害賠償請求をいいます。 

（注３）ただし、対人被害・対物被害は対象事故が発生した日からその日を含めて３年間、経済的被害は対象事故が発見されてからその日を含

めて３年間が経過するまでに、その被害に対する法律相談が開始された場合に限り、保険金をお支払いします。 
 

この保険で対象となる対象事故よび被害は次に該当するものをいいます。 

対象事故 対人被害および対物被害については、保険期間中に日本国内において発生した偶然な事故をいいます。

経済的被害については、保険期間中に日本国内において発見（注）された業務妨害等をいいます。 

（注）記名被保険者が対象事故を最初に認識（認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含

みます。）した時になされたものとします。 

対人被害 記名被保険者またはその同居の親族等が記名被保険者の業務に従事している間に被った身体の障害を

いい、患者の身体障害を含みません。 

対物被害 記名被保険者が業務のために所有、使用または管理する財物の損壊をいいます。 

経済的被害 記名被保険者が事業活動において金銭上の損害を被ることまたはそのおそれが発生したことをいいま

す。ただし、契約の債務不履行によるものおよび対人被害または対物被害を伴うものを除きます。 

 
 

【業務妨害対応費用特約 弁護士相談スキーム（イメージ）】 

              

              
 

① 業務妨害行為等    
 

  
 

           
 
     電話    ②   相談内容ヒアリング           

                             

                                   
 

 
 

  

 
 

 

 

（ご注意）ダイヤル・サービス株式会社への問合わせ先は加入者証をご確認ください。 

弁護士との委任契約の締結にあたっては、事前に引受保険会社の承認が必要です。また、保険金としてお支いするのは、 

引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用等および法律相談費用に限ります。 

なお、この特約は、医療事故など、被保険者側（医師側）が第三者に被害を与えた場合は対象とはなりません。 

（医療事故の場合の弁護士費用等は、医師賠償責任保険で対象となります。） 

 

 

 
 

 

加害者 

加入者（被保険者・被害者） 

弁護士 
【相談受付窓口】ダイヤル・サービス株式会社 

＊受付時間：平日 10 時～18 時（年末年始を除く） 

＊ご利用は医師賠の加入者かつ業務妨害対応費用 

 特約をセットした方のみ 

三井住友海上 

④ 委任・相談 

③ 連絡 

⑤ 保険金支払い 
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○人格権侵害補償特約（オプション）※医療施設賠償責任保険にセットされます。 

保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った不当行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担

することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 
※「不当行為」とは、次のいずれかに該当する不当な行為（不作為を含みます。）をいいます。 

 ①不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀(き)損 

 ②口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉毀(き)損またはプライバシーの侵害 

 ③ハラスメント 

※「ハラスメント」とは、言動、文書による意思表示またはその他の行為（性的なものを含みます。）により、第三者（被保険者および被保険

者の使用人以外の者をいいます。）に不利益を被らせること、または不快な感情を抱かせることをいいます。 

 

 

○サイバープロテクター（オプション） 

【賠償損害】次のいずれかの事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより

被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。 

対象となる事故 
他人の情報の漏えいまたはそのおそれ 
次のいずれかに該当する情報の漏えいまたはそのおそれ 
 ア．記名被保険者が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する他人の情報（注 1） 
イ．記名被保険者が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として被保険者以外の者に管理を委託した他人の情報（注 2） 

(注１)所有、使用または管理する他人の情報には、所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。 

(注２)管理を委託した他人の情報には、管理を委託しなくなったものを含みます。 

 

【費用損害】次のいずれかに該当する情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名被保険者がブランドイメージ

の回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置 (注 1)を講じることによって被る損害に対して、プロテクト費用

保険金をお支払いします。 
対象となる事故（情報セキュリティ事故） 

① 他人の情報の漏えいまたはそのおそれ 
② 上記①を除き、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻撃 
③ 上記①および②を除き、記名被保険者が所有、使用または管理するコンピュータシステムに対するサイバー攻

撃のおそれ(注 2) 
（注 1）措置は、記名被保険者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、引受保険会社が事故の通知（遅滞なく書面によりご通知いただきます。）

を受領した日の翌日から起算して一定期間（1 年間）が経過するまでに実際に講じられた処置に限ります。 

（注 2）サイバー攻撃のおそれとは、コンピュータシステムがサイバー攻撃を受けた疑いがあり、調査を必要とする状況をいいます。ただし、

次のいずれかによって明らかになった場合に限ります。 

①公的機関(不正アクセス等の被害の届出、インシデント情報の受付等を行っている独立行政法人または一般社団法人を含みます。)からの通報 

②記名被保険者が所有、使用もしくは管理するコンピュータシステムのセキュリティの運用管理を委託している者（以下「運用管理委託先」） 

または引受保険会社による通報、報告または確認（運用管理委託先または引受保険会社が提供するセキュリティ監視のソフトウェア、サー 

ビス等による通知、報告または確認を含み、運用管理委託先以外による無償の診断等の結果は除きます。） 

 

○補償の対象となる情報は次のいずれかに該当するものをいいます。 

①個人情報 

個人情報の保護に関する法律(平成１５年法律第５７号)に規定される個人情報をいい、死者の情報を含みます。 

②企業情報 

特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上また

は営業上の情報であって、公然と知られていない情報 

③上記①および②を除き、電子データまたは記録媒体に記録された非電子データとして保有される情報 

○保険適用地域は日本国内となります。 
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上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額からご加入の補償タイプの免責金額を差し引い

た額をお支払いします。ただし、ご加入の補償タイプの支払限度額を限度とします。上記⑤および⑥の保険金については、原則

として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を

限度とします。 

  お支払いする争訟費用の額 ＝ 
損害賠償金の額

支払限度額
　争訟費用の額　
①

⑥   

なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社まで

お問合わせください。 

適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、

特別約款および特約でご確認ください。 
 

＜嘱託医等の医師活動に関わる専門事業者賠償責任保険（自動セット）＞ 

損害の種類 内   容 

①損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。（税金、罰金、科料、過料、課徴金また

は懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金（類似するものを含みます。）の加重された部分お

よび被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定に

よって加重された損害賠償金を含みません。） 

②弁護士費用および裁判に要する

各種法定費用等の争訟費用 

被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟（訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。）

によって生じた費用（被保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給

与等を含みません。）で、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出したものをいいます。 

上記①および②の損害については、損害の額の合計を保険金としてお支払いします。ただし、ご加入の補償タイプの支払限度額 

を限度とします。上記①および②の支払いは、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問合わせく

ださい。適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款お 

よび特約でご確認ください。 

  

 

 

 

 

【各種オプション補償】 

業務妨害対応費用特約（弁護士費用特約）※医療施設賠償責任保険にセットされます。 

保険金の種類 内   容 

①弁護士費用等 損害賠償に関する争訟についての次のいずれかに該当する費用をいい、法律相談費用を除きます。 

ただし、保険金請求権者が、これらの費用を支出する際の手続き等を行うことによって得られなくなった

収入は対象となりません。 

① あらかじめ引受保険会社の承認を得て保険金請求権者が委任した弁護士、司法書士または行政書士に

対する弁護士報酬、司法書士報酬（注１）または行政書士報酬（注２） 

② 訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続

をするために要した費用 

（注１）弁護士報酬、司法書士報酬とは、弁護士または司法書士に委任した事件の対象に基づき算定さ 

  れる着手金・手数料、および委任によって確保された利益に基づき算定される報酬金をいいます。 

（注２）行政書士報酬とは、書類の作成および書類の提出手続きの代理の対価として算定される金額をい 

    います。 

②法律相談費用 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用をいいます。なお、書面に

よる鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料および日当は含みません。 

弁護士費用等保険金および法律相談費用保険金の合計額は、次のページの算式によって算出される額（注）とします。ただし、

一連の対象事故および保険期間中につき９ページに記載する金額を限度とします。 

保険金の種類 内   容 

①損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費等 

（損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。） 

②損害防止費用 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 

③権利保全行使 

費用 

発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使 

するために必要な手続に要した費用 

④緊急措置費用 事故が発生した場合の緊急措置（他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等）に要した費用 

⑤協力費用 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 

⑥争訟費用 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 

◆◆おお支支払払いいのの対対象象ととななるる損損害害（（保保険険金金のの種種類類）） 

＜医師賠償責任保険・医療施設賠償責任保険＞ 

 

「①損害賠償金」についてのご注意 

被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過

失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお

支払いの対象とはなりません。 
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弁護士費用等および法律相談費用のうち、賠償義務者または賠償義務者以外の第三者から保険金請求権者に既に支払われた金額

がある場合は、損害の額からその金額を差し引いて弁護士費用等保険金および法律相談費用保険金をお支払いします。 

（注）引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用等および法律相談費用とします。ただし、弁護士費用等保険金は、保険金 

   請求権者が賠償義務者に対する損害賠償請求にあたり支出した弁護士費用等に限ります。 

 

 サイバープロテクター 

 【賠償損害】 

損害の種類 内   容 

①法律上の損害賠

償金 

法律上の損害賠償責任に基づく賠償金。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償

金もしくは倍額賠償金（類似するものを含みます。）の加重された部分および被保険者と他人との間に損

害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。 

②争訟費用 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟（訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。）によって生じ

た費用（被保険者および被保険者の役員または使用人の報酬、賞与または給与等を含みません。）で、被保

険者が引受保険会社の同意を得て支出したもの。 

③権利保全行使費

用 

他人に損害賠償の請求（共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。）をすること

ができる場合に、その権利の保全および行使に必要な手続に必要かつ有益であると引受保険会社が認めた

費用。 

④協力費用 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用。 

⑤訴訟対応費用 日本国の裁判所に訴訟が提起された場合に、被保険者が現実に支出した次のいずれかに該当する費用（通

常要する費用に限ります。）であって、被保険者に対する損害賠償請求訴訟の解決について必要かつ有益と

引受保険会社が認めた費用。 

ア 被保険者の使用人等の超過勤務手当または臨時雇用費用 

イ 被保険者の役員または使用人等の交通費または宿泊費 

ウ 訴訟に関する必要文書作成にかかる費用 

エ 被保険者または外部の実験機関が事故を再現するための実験に要する費用。ただし、事故の原因や状

況を調査するために要した額を限度とし、事故後の製品開発・改良等を目的とする実験費用を含みま

せん。 

オ 意見書または鑑定書の作成にかかる費用 

カ 増設したコピー機の賃借費用 

 【費用損害】 

損害の種類 内   容 

①事故対応費用 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しよう

とする被保険者の努力に直接起因して、被保険者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当す

る費用（個人情報の漏えいまたはそのおそれが生じた場合において、被害者に対しその被害の発生状況等

を通知するために直接必要な費用または被害者に対する通知書もしくは詫び状の作成に直接必要な費用を

含みます。） 

ア 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用（文書の作成代および封筒代を含みます。） 

イ 通信業務のコールセンター会社への委託費用 

ウ 事故対応により生じる被保険者の使用人等の超過勤務手当または臨時雇用費用 

エ 事故対応により生じる被保険者の役員または使用人等の交通費または宿泊費 

オ 被保険者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用 

カ ネットワークの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用 

②事故原因・被害

範囲調査費用 

情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費用。ただし、あらか

じめ引受保険会社の承認を得て負担する費用に限ります。 

③広告宣伝活動費

用 

情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動

に要する費用。ただし、次のいずれかに該当するものに要する費用に限ります。 

ア 情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等 

イ 情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または広告 

④法律相談費用 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支

払う費用をいい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて、個人情報保護委員会またはその他の行政

機関に報告することを目的とするものを含みます。ただし、法律上の損害賠償を請求することまたは請求

されたことに起因する費用を除きます。 

⑤コンサルティン

グ費用 

情報セキュリティ事故に関して被害者および被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用を

いい、個人情報の漏えいまたはそのおそれについて、個人情報保護委員会またはその他の行政機関に報告

することを目的とするものを含みます。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て負担する費用に限

ります。 

⑥見舞金・見舞品

購入費用 

情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品

（注１）の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額（注２）は被害者１名あたり次

の額を限度とします。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て負担する費用に限ります。 

弁護士費用等保険金および法

律相談費用保険金の合計額 

弁護士費用等および法律相談

費用の合計額 

加入者証に記載の

免責金額 
＝ － 
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ア 被害者が法人の場合  １法人につき５０，０００円 

イ 被害者が個人の場合  １名につき１，０００円。 

（注１）見舞品には、記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等

は含みません。 

（注２）見舞品の相当額とは、見舞品が保険契約者または記名被保険者が製造または販売する製品、商品、

サービス等である場合には、その製造・仕入原価相当額とします。 

⑦クレジット情報

モニタリング費用 

情報が漏えいまたはそのおそれがある被害者のクレジット情報その他の信用に関する情報について、その

不正使用を監視するために負担するモニタリング費用をいいます。ただし、あらかじめ引受保険会社の承

認を得て負担する費用に限ります。 

⑧公的調査等対応

費用 

情報セキュリティ事故に起因して記名被保険者に対する公的調査等が開始された場合に、被保険者がその

公的調査等に対応するために要する次のいずれかに該当する費用をいい、コンピュータシステム等復旧費

用、風評被害拡大防止費用および再発防止費用は含みません。 

ア 公的調査等への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費  

  用 

イ 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用（文書の作成代および封筒代を含みます。） 

ウ 公的調査等への対応により生じる被保険者の使用人等の超過勤務手当または臨時雇用費用 

エ 公的調査等への対応により生じる被保険者の役員または使用人等の交通費または宿泊費 

オ 公的調査等への対応のため、被保険者以外の者をコンサルタントに起用した場合の費用。ただし、あ

らかじめ引受保険会社の承認を得て負担する費用に限ります。 

カ 資料の翻訳にかかる費用 

キ 証拠収集費用 

※公的調査等 

公的機関によりなされる公的な調査、検査、取り調べ、命令、警告等であって、記名被保険者がこれらに

応じることが法的に義務付けられるものをいいます。ただし、監督官庁による定期的な検査または業界全

体を対象とする質問、検査もしくは調査は含みません。 

⑨コンピュータシ

ステム等復旧費用 

情報セキュリティ事故によって、コンピュータシステムの損傷（機能停止等の使用不能を含みます。）また

は電子情報の消失、改ざんもしくは損壊（暗号化等の使用不能を含みます。）が発生した場合に要する次の

いずれかに該当する費用（注１）をいいます。ただし、記名被保険者が所有または使用するコンピュータ

システムまたは電子情報に関する費用であって、あらかじめ引受保険会社の承認を得て負担する費用に限

ります。 

ア コンピュータシステムのうち、サーバ、コンピュータおよび端末装置等の周辺機器ならびにこれらと

同一の敷地内に所在する通信用回線および配線にかかる復旧費用または再稼動するための点検・調整

費用もしくは試運転費用 

イ 損傷したコンピュータシステムの代替として一時的に使用する代替物の賃借費用（注２）ならびに代

替として一時的に使用する仮設物の設置費用（注３）および撤去費用 

ウ 消失、改ざんもしくは損壊した電子情報の修復、再製作または再取得費用 

（注１）費用には、マルウェア駆除、コンピュータシステムの初期化等に要する費用を含みます。 

（注２）代替物の賃借費用には、敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を

超える期間に対応する費用を含みません。 

（注３）仮設物の設置費用には、付随する土地の賃借費用を含みます。 

⑩風評被害拡大防

止費用 

情報セキュリティ事故に関する記名被保険者の風評被害（注）の拡大防止に必要かつ有益な費用をいいま

す。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て負担する費用に限ります。 

（注）風評被害は、インターネットによるものに限ります。 

⑪再発防止費用 同様の情報セキュリティ事故の再発を防止するために負担する必要かつ有益な費用をいい、情報セキュリ

ティ事故の再発防止を目的とした外部機関による認証取得にかかる費用を含み、コンサルティング費用お

よびコンピュータシステム等復旧費用は含みません。ただし、あらかじめ引受保険会社の承認を得て負担

する費用に限ります。 

⑫サイバー攻撃調

査費用 

サイバー攻撃の有無を判断することを目的とした、外部機関による調査にかかる費用をいい、ネットワー

クの切断、情報の隔離、サービス停止等に必要かつ有益な費用を含みます。 

○保険金のお支払いにあたっては、加入者証記載の支払限度額・免責金額等が適用されます。 

○賠償損害および一部の費用損害に関わる保険金のお支払いは、事前に引受保険会社の承認が必要となりますので、必ず引受保

険会社までお問合わせください。 

○適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約

でご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「①法律上の損害賠償金」についてのご注意 

被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過

失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、サイバープ

ロテクターの見舞金・見舞品購入費用を除き、保険金のお支払いの対象とはなりません。 
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タイプ AＢ Ｃ Ｄ E 

医師賠償 

責任保険 

支払 

限度額 

１事故につき ５,０００万円 １億円 ２億円 ３億円 

保険期間中 １５,０００万円 ３億円 ６億円 ９億円 

免責金額 0 万円 0 万円 0 万円 0 万円 

嘱託医等の 

医師活動に 

関わる専門 

事業者賠償 

責任保険 

支払 

限度額 

一連の損害賠償 

請求につき 
１億円 １億円 １億円 １億円 

保険期間中 ３億円 ３億円 ３億円 ３億円 

免責金額 0 円 0 円 0 円 0 円 

年間保険料（１加入者） ３２,３１０円 ４１,６６０円 ４７,７１０円 ５３,３６０円 
※団体割引率（医師賠償責任保険のみ）は、契約時の記名被保険者の人数にしたがって決定されます。募集の結果、団体割引率が変更となる場合 

    は、保険料の増減を行いますのでご了承ください。変更となる場合には、あらためて変更後の内容をご案内いたします。 

※支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。限度額適用についての詳細は、６ページの「お支払いの対象となる損害」を 

ご参照ください。免責金額は、保険金としてお支払いする１事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をい 

  います。 

  

≪オプション補償≫ ※オプション補償のみの加入はできません。 

（注 1）業務妨害対応費用特約（弁護士費用特約）および人格権侵害補償特約は、医療施設賠償責任保険にセットされる特約 
     です。これらのオプション特約を選択する場合、医療施設賠償責任保険が自動で選択されます。 
    （オプション特約を２つ選択した場合でも、医療施設賠償責任保険 1 契約に当該特約がセットされます。） 
     医療施設賠償責任保険は、日本国内において、被保険者の医療施設・設備の不備または従業員の不注意により（医療

行為以外）、保険期間中に第三者の身体障害・財物損壊（滅失、破損または汚損）が生じた場合に、被保険者が損害賠
償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする保険です。 

      この保険の支払限度額・免責金額は、次の通りです。この保険の保険料は各特約の保険料に包まれます。 

      支払限度額：（身体）1 名・1 事故 2,000 万円、（財物）2,000 万円 

      免責金額 ：（身体・財物）1 事故につき 1,000 円 

（注 2）サイバープロテクターの賠償損害および費用損害について保険期間中に支払われる保険金は、被保険者の数に 

かかわらず、賠償損害の基本支払限度額が限度となります。 

（注３）サイバープロテクターの費用損害のうち、風評被害拡大防止費用、再発防止費用およびサイバー攻撃調査費用に 

ついては、縮小支払割合 90%が適用されます。損害の額に縮小支払割合 90%を乗じて得た額を、保険金としてお支払い 

します。 
 

 

 

タイプ 支払限度額・免責金額・年間保険料 

業務妨害対

応費用特約

（弁護士費

用特約） 

（注 1） 

 

支払 

限度額 

一連の対象事故につき 100 万円 200 万円 300 万円 

保険期間中 300 万円 600 万円 900 万円 

免責金額 

（一連の対象事故につき） 
1 万円 1 万円 1 万円 

年間保険料（1 加入者） 10,000 円 12,500 円 15,000 円 

人格権侵害

補償特約 

（注 1） 

 

支払 

限度額 

1 名・1 事故 1,000 万円 

保険期間中 1,000 万円 

免責金額 

（１回の事故につき） 
1,000 円 

年間保険料（1 加入者） 1,500 円 

 

サイバープ

ロテクター 

 

支払 

限度額 

賠償損害 

（1 請求および保険期間中） 
1,000 万円 

費用損害（注 2） 

（1 事故および保険期間中） 
100 万円 

免責金額（注 3） 0 円 

年間保険料（1 加入者） 2,600 円 

◆◆支支払払限限度度額額とと年年間間保保険険料料                   
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◆◆保保険険金金ををおお支支払払いいししなないい主主なな場場合合 

＜医師賠償責任保険・医療施設賠償責任保険＞ 
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。 

＜普通保険約款でお支払いしない主な場合－共通＞ 

○保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 

○被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 

○被保険者が所有、使用または管理する財物を、損壊（滅失、破損または汚損）した場合において、その財物につき正当な権利を有する者 

に対して負担する損害賠償責任 

○被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 

○被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 

○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾（じょう）に起因する 

損害賠償責任 

○地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任 

○液体、気体（煙、蒸気、じんあい等を含みます。）または固体の排出、流出または溢（いっ）出に起因する損害賠償責任（ただし、不測 

かつ突発的な事故によるものを除きます。） 

○原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任（ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・ア

イソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子

核の崩壊による場合を除きます。）                                     等 
 

＜特別約款でお支払いしない主な場合－医師特別約款＞ 

○美容を唯一の目的とする医療行為に起因する損害賠償責任 

○被保険者の業務を行う施設もしくは設備または航空機、車両（原動力がもっぱら人力であるものを含みます。）、自動車（原動機付自転車 

を含みます。）、船舶もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 

○名誉毀（き）損または秘密漏えいに起因する損害賠償責任 

○医療の結果を保証することにより加重された損害賠償責任 

○所定の免許を有しない者が遂行した医療行為に起因する損害賠償責任。ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師または臨床修練外 

  国歯科医師が遂行した医療行為に起因する損害賠償責任は除きます。                                   等 

 

＜特別約款でお支払いしない主な場合－医療施設特別約款（オプション）＞ 

○被保険者またはその使用人その他被保険者のために医療行為を行う者の医療上の行為によるその医療行為の対象となる者の身体の障害

に起因する損害賠償責任 

○医療施設の新築、改築、修理、取壊し等の工事に起因する損害賠償責任 

○航空機、自動車または医療施設（設備を含みます。）外における船舶・車両（原動機付自転車を含み、自転車、身体障害者用車いす、歩

行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。）もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 

○生産物または仕事の瑕疵（かし）に基づく生産物または仕事の目的物の損壊（滅失、破損または汚損）それ自体の損害賠償責任 

○昇降機の所有、使用または管理について、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損

害賠償責任 

○被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠

償責任                                                  等 

 

＜業務妨害対応費用特約（弁護士費用特約）でお支払いしない主な場合－医療施設特別約款（オプション）＞ 

○直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害 

 ①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失 

②保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。 

  ③被保険者に対する刑の執行 

 ④差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使 

○密接関係者（注）が賠償義務者である場合 

○直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する対人被害または対物被害によって発生した損害 

 ①被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 

 ②被保険者が次のいずれかに該当する状態にある間に発生した事故 

 ア．被保険者が法令に定められた運転資格（運転する地における法令によるものをいいます。）を持たないで自動車または原動機付自 

   転車を運転している間 

 イ．被保険者が道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自動 

 車または原動機付自転車を運転している間 

 ③被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態での事故 

 ④被保険者が、自動車、原動機付自転車、航空機または船舶の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車、原動機 

 付自転車、航空機または船舶に搭乗中に、その被保険者自身に発生した事故。ただし、被保険者が正当な権利を有する者以外の者の承 

 諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。 

⑤大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的な事故による場合を除きます。 

⑥石綿もしくは石綿を含む製品が有する発がん性その他の有害な特性又は石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発 

がん性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する事故 
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＜業務妨害対応費用特約（弁護士費用特約）でお支払いしない主な場合－医療施設特別約款（オプション）＞つづき 

 ⑦外因性内分泌かく乱化学物質の有害な特性に起因する事故 

 ⑧電磁波障害に起因する事故 

 ⑨被保険者の妊娠、出産、早産または流産 

 ⑩被保険者に対する外科的手術その他の医療処置 

⑪記名被保険者が業務のために所有、使用または管理する財物（以下「業務用財物」といいます。）自体の欠陥。ただし、これにより 

被保険者が身体の障害を被った場合を除きます。 

⑫ 業務用財物の自然の消耗もしくは劣化（日常の使用に伴う摩耗、消耗または劣化を含みます。）または性質による蒸れ、変色、変質、 

さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事

由またはねずみ食いもしくは虫食い等 

⑬ 被保険者が違法に所有・占有する財物の損壊または盗取 

⑭ 騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由 

○直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する経済的被害によって発生した損害 

① 密接関係者（注）による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為 

② 密接関係者（注）の法令違反 

③ 支払不能または破産 

④ 記名被保険者に対してなされた提訴請求またはそのおそれ 

○保険金請求権者が次のいずれかに該当する事由にかかわる弁護士費用等または法律相談費用を負担したことによって生じた損害 

① 損害に対して保険金の請求が行われる保険契約の保険者（共済金の請求が行われる共済契約の共済者を含みます。）に対する損害賠 

    償請求またはこれにかかわる法律相談 

② 損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求またはこれにかかわる法律相談 

○被保険者が第三者との間に損害賠償に関する特別の約定を締結している場合において、その約定によって加重された損害賠償責任に 

 関する弁護士費用等または法律相談費用を保険金請求権者が負担することによって被る損害 

                                                等 

（注）密接関係者とは、次の①から⑤のいずれかに該当する者をいいます。 

① 記名被保険者 ② 記名被保険者が法人である場合には、記名被保険者の理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関 

③ 記名被保険者が法人以外の社団である場合には、記名被保険者の構成員 ④ 記名被保険者の使用人  

⑤ 記名被保険者が自然人である場合には、記名被保険者の同居の親族 

 
＜人格権侵害補償特約でお支払いしない主な場合－医療施設特別約款（オプション）＞ 

 ○被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為（過失犯は含みませ 

  ん。）に起因する損害賠償責任 

 ○直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者または被保険者以外の者によって 

  行われた不当行為に起因する損害賠償責任 

 ○最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為 

   に起因する損害賠償責任 

 ○事実と異なることを知りながら、被保険者によってまたは被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因す 

   る損害賠償責任 

 ○被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害 

   賠償責任 

                                                     等 

※上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。 

また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 

 

＜嘱託医等の医師活動に関わる専門事業者賠償責任保険（自動セット）＞ 
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。 

    普通保険約款でお支払いしない主な場合 その１ 

直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害 

①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾（じょう） 

②地震、噴火、洪水または津波 

③核物質の危険性または放射能汚染                                      等 
 

普通保険約款でお支払いしない主な場合 その２ 

直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害 

①被保険者の犯罪行為（過失犯を含みません。） 
②被保険者の故意または重過失による法令違反 

③被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら行った行為 

④3ページに記載の嘱託医等の業務(以下「専門業務」といいます。)に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可 

もしくは認可等を必要とする場合において、その資格を有さないまたは免許、許可もしくは認可等を受けていない間に被保険者が行っ 

た行為                                                  等 
 

普通保険約款でお支払いしない主な場合 その３ 

次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害 

①身体の障害または精神的苦痛に対する損害賠償請求 

（「身体の障害に関する特約」（自動セット）により、身体の障害は補償の対象となります。ただし、医療上の行為に起因する 

身体の障害（注）は、この専門事業者賠償責任保険では対象になりません。）（注）医師賠償責任保険（基本補償）の対象となります。 
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＜嘱託医等の医師活動に関わる専門事業者賠償責任保険（自動セット）＞つづき 
  

②誹謗、中傷もしくは他人のプライバシーを侵害する行為による名誉毀（き）損もしくは人格権侵害または情報の漏えいに対する損害賠 

償請求 

③財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難（それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。）に対する損害賠償請求 等 

 

普通保険約款でお支払いしない主な場合 その４ 

次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害 

①初年度契約の始期日より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求 

②この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた（知っていたと 

判断できる合理的な理由がある場合を含みます。）場合において、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求 

  ③この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠 

償請求 

 
サイバーインシデント限定補償特約（サイバー攻撃以外限定）(自動セット)で保険金をお支払いしない主な場合 

〇直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃により生じた事象に起因する損害 

 
 嘱託医業務に関する特約で保険金をお支払いしない主な場合 その１ 

次のいずれかに該当する損害賠償請求、損害賠償責任および費用 

①被保険者の次のア．またはイ．に規定する履行不能または履行遅滞（類似のものを含みます。）に起因する損害賠償請求 

ア．サービスの提供を伴う専門業務におけるサービス提供開始の遅延 

イ．被保険者の責によらない事由により専門業務の遂行が不可能となった結果生じた履行不能または履行遅滞 

②相談者・カウンセリングの対象者（以下「対象者」といいます。）以外へのサービスの誤提供 

③秘密の漏洩または自己の利益のための使用 

④不完全な専門業務の再履行または追完のために要する費用 

⑤被保険者が被保険者以外の第三者を紹介または推薦した場合において、その第三者の行為に起因する損害賠償請求 

⑥被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によりその約定がなかった場合の法律上の 

損害賠償責任より加重された損害賠償責任 

⑦被保険者が対象者に対して業務の結果を保証することにより加重された損害賠償責任  

⑧窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償責任 

⑨対象者が起こした行為に対する、対象者の親族（注１）からの損害賠償請求 

⑩感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第 1 項に規定する感染症の発生また 

は発生のおそれに起因する損害賠償請求（注 2） 

（注１）対象者の親族   ６親等以内の血族および３親等以内の姻族 

（注２）感染症の発生または発生のおそれに起因する損害賠償請求 これらに感染することを防ぐために講じた対策等に起因する損 

害償請求を含みます。 

 
 

嘱託医業務に関する特約で保険金をお支払いしない主な場合 その２ 

次のいずれかに該当する情報の管理を記名被保険者が行うにあたり、その情報の偶然な漏えいに起因して保険期間中に被保険者に 

対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害 

①記名被保険者が自らの業務遂行の過程においてまたはその目的として所有、使用または管理する情報（注 1） 

②記名被保険者から被保険者以外の者に管理を委託した情報（注 2） 

（注 1）所有、使用または管理する情報  所有、使用または管理を行わなくなったものを含みます。 

（注 2）管理を委託した情報  管理を委託しなくなったものを含みます。 

        
 

身体の障害に関する特約で保険金をお支払いしない場合 その１ 

直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害賠償請求がなされたことによる損害 

①被保険者またはその使用人その他被保険者のために医療行為を行う者の医療上の行為による身体の障害（注）に起因する損害賠償責任 

（注）医師賠償責任保険（基本補償）の対象となります。 

    ②被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 

③次のいずれかの所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 

ア．航空機 

イ．パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、熱気球 

ウ．自動車（原動機付自転車を含みます。） 

エ．船舶または車両（自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。） 

オ．動物 

 
  

身体の障害に関する特約で保険金をお支払いしない場合 その２  

直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害賠償請求がなされたことによる損害。 

①石綿（アスベスト）、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵（じん）（以下「石綿等」といいます。）の人体への摂取もしくは吸引 

②石綿等への曝露（ばくろ）による疾病 

③石綿等の飛散または拡散 
 

上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。 

また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 
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サイバープロテクター 
 

普通保険約款で保険金をお支払いしない主な場合 その１ 

次のいずれかの事由に起因する損害 

○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(注)、労働争議または騒擾(じょう) 

○地震、噴火、洪水または津波                                                        等 

(注)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と

認められる状態をいいます。 

普通保険約款で保険金をお支払いしない主な場合 その２ 

次のいずれかの事由または行為によって生じた事故に起因する損害 

○被保険者の犯罪行為(過失犯を含みません。) 

○被保険者の故意または重過失による法令違反 

○被保険者が他人に損失を与えることを認識(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)しながら行った行為   

                                                                                                           等 

普通保険約款で保険金をお支払いしない主な場合 その３ 

次のいずれかの損害賠償請求がなされたことによる損害 

○他の被保険者からなされた損害賠償請求 

○この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた(知っていたと判

断できる合理的な理由がある場合を含みます。)場合において、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求 

○この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償 

請求 

○身体の障害に対する損害賠償請求(精神的苦痛は含みません。) 

○財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(それらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に対する損害賠償請求 

○特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する損害賠償請求 

                                                         等 

                                                            

サイバーセキュリティ特約で保険金をお支払いしない主な場合 

次のいずれかに該当する損害 

○この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が保険期間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生

じたことを知っていた（事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていたと合理的に推定される場合を含みます。）場合の、

その事故に起因する損害 

○この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期

間の開始時に、事故の発生またはそのおそれが生じたことを知っていた（事故の発生またはそのおそれが生じていたことを知っていた

と合理的に推定される場合を含みます。）場合の、その事故に起因する損害 

等 

次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害 

○被保険者が偽りその他不正な手段により取得した情報の取扱い 

○国または公共団体の公権力の行使（法令等による規制または要請を含みます。） 

○被保険者によるサイバー攻撃、マルウェアの作成・意図的配布、ゲリラ活動等の侵害行為 

等 

次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害 

○被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定により加重された賠償責任 

○被保険者が支出したと否とを問わず、違約金 

○採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為 

○株主代表訴訟 

○企業その他組織の信用毀（き）損、信頼の失墜、ブランドの劣化または風評被害 

○被保険者が支出したと否とを問わず、業務の履行の追完または再履行のために要する費用（追完または再履行のために提供する財物、

情報または役務の価格を含みます。） 

○業務の結果の回収、廃棄、検査、修正、交換、やり直し、その他必要な処置のために要した費用 

等 

保険金を支払うことにより、引受保険会社が次のいずれかによる制裁、禁止または制限を受けるおそれがある場合 

○国際連合の決議 

○欧州連合、日本国、英国または米国の貿易または経済に関する制裁、法令または規則 

○その他これらに類似の法令または規則 

 

 直接であると間接であるとを問わず、戦争等（注）に起因する損害  

 （注）戦争等とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 

① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動（宣戦布告の有無を問いません。） 

② 上記①の過程または直接的な準備として行われた国家関与型サイバー攻撃 

③ 国家関与型サイバー攻撃のうち、被害国家における次のいずれかに重大な影響を及ぼすもの。 

ア．重要インフラサービスの利用、提供または完全性 

イ．安全保障または防衛 
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サイバープロテクター つづき 
 

サイバーセキュリティ拡張補償特約で保険金をお支払いしない主な場合 

○この保険契約およびこの保険契約と重複する他の保険契約の保険料 

○金利等資金調達に関する費用 

○記名被保険者の役員および使用人等の報酬または給与。ただし、通常要する額を超える部分は除きます。 

○記名被保険者が講じる措置に関して、被保険者と被保険者以外の者との間に特別な約定がある場合において、その約定によって通常の 

措置にかかる費用を超えて要する費用 

○正当な理由がなく、通常の措置にかかる費用を超えて要する費用 

○法律上の損害賠償を請求されたことに関する業務を弁護士に委任することにより生じる費用（注１） 

○被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 

○サイバー攻撃が金銭等（注２）の要求を伴う場合において、その金銭等（注２） 

○被保険者に生じた喪失利益 

○税金、罰金、科料、過料、課徴金または制裁金                                     等 

（注１）弁護士に委任することにより生じる費用には、弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要する費用を含みます。 

（注２）金銭等には、電子マネー、暗号資産（資金決済に関する法律（平成２１年法律第５９号）に定める暗号資産をいいます。）、 

その他これらに類似のものを含みます。 

 

不誠実行為補償対象外特約で保険金をお支払いしない主な場合 

直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害 

○記名被保険者の使用人等の犯罪行為(過失犯を含みません。) 

○記名被保険者の使用人等によるサイバー攻撃、マルウェアの作成もしくは意図的配布またはゲリラ活動等の侵害行為 

○記名被保険者の使用人等の故意または重過失による法令違反 

○記名被保険者の使用人等が被保険者以外の者に損失を与えることを認識(被保険者以外の者に損失を与えることを認識していたと判断 

 できる合理的な理由がある場合を含みます。）しながら行った行為                            等 

 

 

上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。 

また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 
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◆◆保保険険期期間間とと保保険険責責任任ににつついいてて 

申込人と被保険者（保険契約により補償を受けられる方）が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方に 

も必ずご説明ください。 
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。 

【個人情報の取扱いについて】 

この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および MS&AD

インシュアランス グループのそれぞれの会社（海外にあるものを含む）が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険

引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。 

ただし、保健医療等のセンシティブ情報（要配慮個人情報を含む）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認

められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含む）、

保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等（いずれも海外にあるものを含む）に提供することがあります。 

詳細は、三井住友海上ホームページ（https://www.ms-ins.com）をご覧ください。 

 

 

 

 

＜医師賠償責任保険＞ 保険期間中に事故が発見された場合に限り、保険金をお支払いします。 

※「発見」とは、次のいずれか早い時をもってなされたものとします。 

①医療業務による患者の身体の障害を、被保険者が最初に認識した時、または認識し得た時 

 ②被保険者に対して損害賠償請求が提起された時、提起されるおそれがあると被保険者が認識した時、または認識し得た時 

①

②

③

④

初年度契約
（Ｎ年）

翌年度契約
（Ｎ＋１年）

翌々年度契約
（Ｎ＋２年）

医療事故発生 発見 賠償請求

①：翌年度契約の支払対象となります。
②：初年度契約の支払対象となります。
③：翌年度契約の支払対象となります。
④：支払対象となりません。（事故の発見が初年度契約以前のため）

 
※嘱託医等の医師活動に関わる専門事業者賠償責任保険は、損害賠償請求ベースです。保険期間中に損害賠償請求がなされた場合に、保険金

をお支払いします。 

示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。 
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、

被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あ

らかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認めら

れる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。 

◆◆ごご注注意意いいたただだききたたいいこことと 
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（１）事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等 

医療業務に起因した身体障害事故を発見した場合、または医療施設に起因した事故が発生した場合等は、あわてず、落ち着いて、次の①～③の

処置を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。また、嘱託医としての業務や情報漏えいに起因して損害賠償請求が

なされた場合、または損害賠償請求がなされるおそれのある状況（事故あるいは情報セキュリティ事故の発生またはおそれを含みます。）を知

った場合には、代理店・扱者または引受保険会社に次の④～⑥の事項をご連絡ください。  

 三井住友海上へのご連絡は                  事故は       いち早く 

２４時間３６５日事故受付サービス 
「三井住友海上事故受付センター」 ０１２０-２５８-１８９（無料）へ 

  
 

なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく引受保険会社に書面によりご通知いただく必要があります。 

 
（２）保険金のご請求時にご提出いただく書類 

   被保険者または保険金を受け取るべき方（これらの方の代理人を含みます。）が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に 

  引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社にご相談ください。 

  ※１ 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。 

※２ 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合があります。ご了承ください。 

保険金のご請求に必要な書類 書類の例 

（１）引受保険会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書 

（２）引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類
およびその他これに類する書類（注） 

（注）事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発
生の有無を確認するための書類をいいます。 

引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事
故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者か
らの報告書、損害明細書、情報漏えいの被害者に対する通知書、免責事
由該当性を確認する書類、診療録、看護記録 

（３）損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類  

①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認す
る書類 

診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および
治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源
泉徴収票、住民票、戸籍謄本 

②①のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書 
 類 

 

③損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金
の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を
確認する書類 

示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者から
の領収書 

④共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 権利移転証（兼）念書 

（４）被保険者が負担した費用の額を示す書類 
支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・
争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 

（５）その他必要に応じて引受保険会社が求める書類  

①保険金請求権者を確認する書類 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表
者事項証明書 

②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 引受保険会社所定の同意書 

③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書
類 

示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労
災支給決定通知 

④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表
者資格証明書もしくは代表者事項証明書 

  ■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類（注１）をご提出いただいてからその日を含めて３０日以内に、保険金をお支払いするために必要な 

   事項（注２）の確認を終えて保険金をお支払いします（注３）。 

（注１）保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。 

（注２）保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受

保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。 

（注３）必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の

結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約

款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える

時期を被保険者に通知します。 

■保険金請求権については時効（３年）がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および

特約でご確認ください。 

■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権（他の債権者よりも優先して弁済を受

ける権利）を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。 

 
（3）保険金のお受け取り方法に関して 

三井住友海上では、次の①から③のいずれかの方法で保険金をお支払いいたします。 

① 被保険者が、保険金のお受け取り前に損害賠償金をすでに被害者に支払われた場合、三井住友海上は保険金を被保険者にお支払いし

ます。 

② ①以外の場合で、保険金を被保険者がお受け取りになることを被害者が承諾している場合、三井住友海上は保険金を被保険者にお支

払いします。 

③ 保険金を被害者が直接お受け取りになる場合、三井住友海上は保険金を被害者に直接お支払いします。 

①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認 

④損害賠償請求を最初に知った時の状況 ⑤申し立てられている行為 ⑥原因となる事実 

◆◆事事故故がが起起ここっったた場場合合ののおお手手続続きき 
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 ２０２４年４月１日以降始期契約用 

医 師 賠 償 責 任 保 険 

医療施設賠償責任保険 

専門事業者賠償責任保険 
を ご 加 入 い た だ く お 客 さ ま へ 

重要事項のご説明 

 

この書面では医師賠償責任保険、医療施設賠償責任保険、専門事業者賠償責任保険、サイバープロテクタ

ー（注）に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。お申込みいた

だく際は、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。ご加入の内容は、保険

種類に応じた普通保険約款・特約（特別約款を含みます。以下同様とします。）によって定まります。普

通保険約款・特約は、民間医局 web サイトのマイページ上よりご確認ください。本紙が必要な場合は、

代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。 

※この書面は、お手元に保管くださいますよう、お願いいたします。 

※「サイバープロテクター」は、サイバーセキュリティ特約セット専門事業者賠償責任保険のペットネー

ムです。 
 

契約概要のご説明 

ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必

ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。 

この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は民間医局 web サイ

トのマイページ上の普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者

または引受保険会社までお問合わせください。 
 

１．商品の仕組みおよび引受条件等 

（１）商品の仕組み 
保険の種類 商品の仕組み 

医師賠償責任保険 

医療施設賠償責任

保険 

賠償責任保険普通保険約款 

＋医師特別約款 

 ＋代位求償権行使に関する特約（自動セット） 

 ＋保険料支払に関する特約（自動セット） 

＋医療施設特別約款（任意セット）（注） 

 ＋保険料支払に関する特約（自動セット） 

 ＋弁護士費用特約（任意セット）（注） 

 ＋人格権侵害補償特約（任意セット）（注） 

 （注）弁護士費用特約および人格権侵害補償特約はお客さまの任意で

セット可能です。医療施設特別約款は、このいずれかまたは両
方の特約をセットした場合に自動で選択されます。 

保険の種類 商品の仕組み 

専門事業者賠償 

責任保険 

専門事業者賠償責任保険普通保険約款 

＋サイバーインシデント限定補償特約（サイバ

ー攻撃以外限定）(自動セット) 

＋嘱託医業務に関する特約（自動セット） 

＋縮小支払割合不適用に関する特約（自動セッ

ト） 

＋身体の障害に関する特約（自動セット） 

＋保険料支払に関する特約(自動セット) 

 
保険の種類 商品の仕組み 

サイバープロテクタ

ー(オプション) 

専門事業者賠償責任保険普通保険約款 

＋サイバーセキュリティ特約(自動セット) 

＋サイバーセキュリティ拡張補償特約 (自動セ

ット) 

＋保険証券総支払限度額設定特約(自動セット) 

＋不誠実行為補償対象外特約(自動セット) 

＋保険料支払に関する特約(自動セット) 

＋民間医局会員専用特約(自動セット) 

＋保険料確定特約(専門事業者用)(自動セット) 

 

（２）補償内容 
■被保険者 

保険の種類 
被保険者（ご加入いただいた保険契約で 

補償を受けられる方をいいます。） 

医師賠償責任保険 

医療施設賠償責任保険 

専門事業者賠償責任保険 

サイバープロテクター 

加入申込票等（注）の「記名被保険者」欄

に記載された方が被保険者となります。 

ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設
定される場合がありますので、詳細は民間医局 web サイトのマイペ

ージ上の普通保険約款・特約でご確認ください。 
（注）引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類、
または引受保険会社にこのご加入の申込みをするために送信する民間

医局 web サイトのマイページ上のフォーム（申込画面）をいいます。 
 

■保険金をお支払いする主な場合 

「民間医局 医師賠償責任保険のご案内」の「保険金をお支払いする
主な場合」のページをご参照ください。 

 

■お支払いの対象となる損害 

「民間医局 医師賠償責任保険のご案内」の「お支払いの対象となる

損害」のページをご参照ください。 
 
■保険金をお支払いしない主な場合（主な免責事由） 

「民間医局 医師賠償責任保険のご案内」の「保険金をお支払いしな
い主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・
特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。 

（３）セットできる主な特約 

セットできる主な特約は「民間医局 医師賠償責任保険のご案内」を

ご参照ください。特約の内容の詳細は、代理店・扱者または引受保険

会社までお問合わせください。 

（４）保険期間 
この保険の保険期間（保険責任の始まる日から終了する日までの期間
をいいます。）は原則として 1 年間です。お客さまが実際にご加入い

ただく保険期間につきましては、「民間医局 医師賠償責任保険のご
案内」または加入申込票等の「保険期間」欄にてご確認ください。 

（５）支払限度額等 
「民間医局 医師賠償責任保険のご案内」をご参照ください。 

２．保険料 
保険料（注）は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決
定されます。詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせ
ください。 

お客さまが実際にご加入いただく保険料（注）につきましては、「民間医局 
医師賠償責任保険のご案内」または加入申込票等の「保険料」欄にてご
確認ください。 

（注）申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭を
いいます。 

３．保険料の払込方法について 
「民間医局 医師賠償責任保険のご案内」をご参照ください。 

４．満期返れい金・契約者配当金 
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。 

５．解約返れい金の有無 
ご加入の脱退（解約）に際しては、ご加入の条件に応じ、ご加入の保険
期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いた

しますが、始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべ
き保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合がありま
す。注意喚起情報のご説明の「６．解約と解約返れい金」をご参照くだ

さい。 
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注意喚起情報のご説明 
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に

記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 

この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は普通保険約款・

特約によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 
 

１．ご契約申込みの撤回等（クーリングオフ） 
このご契約は、クーリングオフの対象ではありません。 

２．告知義務・通知義務等 

（１）ご加入時における注意事項（告知義務－加入申込票

等（注）の記載上の注意事項）  
申込人または被保険者には、ご加入時に加入申込票等（注）の記載事
項について事実を正確に告知いただく義務（告知義務）があり、代
理店・扱者には告知受領権があります（代理店・扱者に対して告知

いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなりま
す。）。 
加入申込票等（注）に記入された内容のうち、※印がついている項目

（インターネットでお申込みの場合には、【他の保険契約等のご確
認】の項目）は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と
異なる場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除

し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票等（注）

の記載内容を必ずご確認ください。 
（注）引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書

類、または引受保険会社にこのご加入の申込みをするために送信
する民間医局 web サイトのマイページ上のフォーム（申込画面）
をいいます。 

この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご
加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、

必ずその内容（保険の種類、支払限度額等）を告知してください。 
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットさ
れた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不

明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類
とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 

（２）ご加入後における注意事項（通知義務等） 

     
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あら
かじめ（事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合

は遅滞なく）代理店・扱者または引受保険会社にご通知ください。 
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこ
とがありますので、十分ご注意ください。 

○勤務医である被保険者が新たに開業される場合、または勤務医
でなくなる場合 

○保険の対象となる病院・診療所等、リスク区分を変更する場合 
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変
更が生じる場合 

また、ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、
ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく代理店・扱者
または引受保険会社にご通知ください。 

◇ご住所の変更等、加入者証に記載された事項を変更する場合 
◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合 

  

３．補償の開始時期 
始期日の午後４時（加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる

時刻が記載されている場合にはその時刻）に補償を開始します。保険料
は、「民間医局 医師賠償責任保険のご案内」記載の方法により払い込ん
でください。記載の方法により保険料を払い込んでいただけない場合、

保険期間が始まった後でも、保険金をお支払いできません。 

４．保険金をお支払いしない主な場合等 

（１）保険金をお支払いしない主な場合 
「民間医局 医師賠償責任保険のご案内」をご参照ください。なお、保
険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支

払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。 

（２）重大事由による解除 
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできない
ことがあります。 

① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害または
傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 

② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 

③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。 
④ 上記のほか、①～③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保

険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 

５．保険料の払込猶予期間等の取扱い 

  
保険料は、「民間医局 医師賠償責任保険のご案内」記載の方法によ

り払い込んでください。「民間医局 医師賠償責任保険のご案内」記
載の方法により保険料を払い込んでいただけない場合には、保険金を
お支払いできません。また、ご契約を解除させていただくことがあり

ます。 

６．解約と解約返れい金 
ご加入を中途で脱退（解約）される場合は、代理店・扱者または引受保
険会社に速やかにお申出ください。 
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返

れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則とし
て未経過期間分よりも少なくなります。 

■始期日から解約日までの期間に応じて払い込んでいただくべき保険料

について、追加のご請求をさせていただくことがあります。 

７．保険会社破綻時等の取扱い 
■引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の
状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等の

お支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとし
て、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しており

ます。 
■この保険は、保険契約者が個人、小規模法人（破綻時に常時使用する
従業員等の数が２０人以下の法人をいいます。） 

またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機
構」の補償対象となります（保険契約者が個人、小規模法人、マンシ
ョン管理組合（以下、「個人等」といいます。）以外の者である保険契

約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負
担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分
については、上記補償の対象となります。）。 

■補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は８０％まで補償され
ます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から３か月までに
発生した事故による保険金は１００％補償されます。 

８．契約取扱者の権限 
契約取扱者が代理店または引受保険会社の社員の場合は、引受保険会社
の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領
収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代

理店または引受保険会社の社員と契約され有効に成立したご契約につ
きましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。 
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９．個人情報の取扱い 
「民間医局 医師賠償責任保険のご案内」をご参照ください。 

 

この保険商品に関するお問合わせは 
代理店・扱者  
株式会社メディカル・プリンシプル社 ライフサポート担当 
〒１０５－０００４ 東京都港区新橋４丁目１番１号 新虎通り CORE 

ＴＥＬ：０３－６７７３－５９３２ 
 

保険に関するご相談・苦情・お問合わせは 
三井住友海上お客さまデスク  
０１２０-６３２-２７７（無料）   

チャットサポートなどの各種サービス  

 
 

https://www.ms-ins.com/contact/cc/ 
 

指定紛争解決機関 
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決
機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結してい
ます。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日
本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター 

０５７０-０２２-８０８〔ナビダイヤル（有料）〕 
【受付時間】 平日 ９：１５～１７：００ 
詳 し く は 、 一 般 社 団 法 人  日 本 損 害 保 険 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。
(https://www.sonpo.or.jp/ ) 

 

A２４-１０１７６５  承認年月：202５年１月 

こちらからアクセスできます。 
 

https://www.ms-ins.com/contact/cc/

